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株式会社シプード 

 
当社役員に対する誹謗中傷事案の書類送検に関する報道について 

 
株式会社シプード（以下「当社」）は、2024 年 11月より当社役員に対し、SNS上で悪質な誹謗中傷行為が繰
り返されてきたことを受け、警察へ刑事告訴を行い、法的措置を講じてまいりました。 
このたび、一部報道のとおり、当該行為を行ったとされる人物が、警察の捜査を経て東京地方検察庁へ書類送
検されたことをご報告いたします。 
 
本件については、引き続き法的手続の進行を注視しており、今後も公開可能な範囲で進捗をご報告いたしま
す。当社は、役員および従業員の安全と尊厳を守るため、今後も適切かつ毅然とした対応を継続してまいりま
す。 
 
◆背景と被害の概要 
2024 年 11月以降、当社役員に関して事実と異なる可能性のある情報や、煽動的と受け取れる投稿が SNS上で
執拗に繰り返されました。 
これらの投稿には、能力や人格を貶める侮辱的・攻撃的な表現を含み、当社役員に深刻な精神的負担を与えた
だけでなく、業務遂行にも支障をきたしました。 
こうした被害は一企業や一個人にとどまらず、誰もが被害者となり得る社会的な問題を浮き彫りにしていま
す。 
 
◆社会的な問題提起 
SNSの影響力が拡大する現代において、根拠のない誹謗中傷や虚偽の情報が瞬時に拡散されることで、企業や
個人は社会的信用を失い、正当な活動を阻害される危険性があります。 
このような風潮は、広報・PR活動をはじめとする健全な企業活動の萎縮を招き、社会全体の自由で公正な情報
発信を損なう可能性があります。 
表現の自由は民主主義社会に不可欠ですが、その自由は「発信に対する責任」と表裏一体であるべきです。当
社は今回の件を、一企業の被害にとどまらず、誹謗中傷は社会全体で向き合うべき課題であると捉えていま
す。 
 
◆当社の姿勢と今後の対応 
当社は、誹謗中傷に屈することなく、悪質な事例に対しては刑事・民事の両面から毅然とした対応を継続いた
します。 
今後も「悪質な誹謗中傷には必ず法的責任が伴う」という原則を社会に示すことで、抑止力を高めるととも
に、健全な情報環境の構築に貢献してまいります。 
 
◆報道関係者の皆さまへ  
SNS 上での誹謗中傷や虚偽情報の拡散を防ぎ、健全な情報環境を守ることは、社会全体にとって重要な課題で
す。当社では、今回の経験を通じて得られた知見や実態について、可能な範囲で取材にご協力することができ
ます。本件を取り上げていただくことで、社会全体がこの課題に向き合う一助となれば幸いです。 
 



◆株式会社シプード 会社概要 
会社名：株式会社シプード 
代表者：代表取締役 舩木芳雄・舩木真由美 
設立：2011 年 2月 21日 
所在地：東京都中央区銀座 1丁目 12番 4号 N&E BLD.6F 
資本金：1,000 万円  
HP：https://shipood.com/ 
事業内容： 
・企業向け広報 PR支援「広報・PRの家庭教師」事業 
・オンライン広報サービス「PRONE（プロネ）」事業の開発・運営 
 
【お問い合わせ先】 
株式会社シプード 広報 
E-mail: pr@shipood.com 
 


